
1 
 

 平成２４年度 第１８回 役員会議事要旨 

 
日 時  平成２４年１１月２８日（水） １０時３２分～１１時４５分 
 
場 所  学長室 
 
出席者  学長，瀨口理事，中島理事，岩本理事，宮﨑理事，緒方理事 
欠席者  なし 
 
陪席者  川上監事，向井監事，後藤学長室長 
 
 
【 審議事項 】 

   

（１）平成２４年度評価反映特別経費（業務の評価）の評価結果及び予算配 

  分（案）について 

   学長から，本件は，平成２４年度評価反映特別経費の予算配分要領（平 

成２４年４月２５日役員会決定）に基づき，業務の評価を実施し，評価 

結果に応じた予算を配分することを目的とする旨の説明があった。 

   次いで，岩本理事から，本学の各種戦略の実現に向け本学の教育，研 

究，社会貢献及び大学運営における諸活動の活性化を図るためにＩＲ機 

能を活用した情報に基づく評価（業務の評価）を実施した旨，教育，研 

究，社会貢献及び大学運営の４つの視点から２１項目の評価項目を設定 

し，各評価項目の目的等により，設定する達成度や貢献度に応じた評価， 

学内または全国の平均との比較による評価及び前年度や複数年の平均と 

の比較による評価を実施した旨，さらに，本学の重点施策として行うべ 

きものに対しては重点的な配分を行った旨の説明があり，審議の結果， 

原案のとおり了承された。 

 

（２）佐賀大学プロジェクト研究所の認定について 

中島理事から，本件について，「佐賀大学プロジェクト研究所規程」に

基づき，第１次，第２次の募集及びその認定を行ってきたが，今回，平成

２４年１０月末日を応募締切日として第３次募集を行ったところ，１件の

申請があり，１１月９日開催の総合研究戦略会議において厳正に審査した

結果，申請の研究所が適切であったこと，また，今回申請の研究所の設置

期間は，平成２４年１２月から平成２７年９月までとする旨の説明があり，

審議の結果了承された。 
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（３）その他 

    特になし。 

 

【 報告事項 】 

 

（１）大規模地震対応消防計画に対応した総合防災訓練の実施について 

 総務課長から，本件について，１２月６日（木）１５時３０分から， 

本部棟と川西地区（農学部，理工学部，佐賀大学生協）を対象に，トラ 

ンシーバーを利用した情報伝達・指揮統制訓練，シューターによる避難 

訓練，消火器使用訓練等を実施する旨及び訓練参加者，訓練概要等につ 

いて説明があった。 

      

（２）その他 

   特になし。 

 

【 その他 】 

 

○ミッションの再定義のヒアリングへの対応について 

    学長から，１１月２２日付けで文部科学省国立大学法人支援課から通知 

のあった，ミッションの再定義に関する意見交換に関して，その趣旨及び 

想定される意見交換の内容等について説明があった。また，ヒアリングに対 

する本学の対応は，専門分野ごとに各理事に対応願いたい旨，さらに，ガバ 

ナンスの充実・強化，大学の機能，教育，研究，社会貢献等，ヒアリングの 

際に想定される意見交換の内容について，全学的な戦略の基本的な方向性を 

まとめた旨の説明があった。また，本学の大学改革実行プランの対応状況は 

他大学より特にすすんでいることや１１月現在の文化教育学部及び医学部 

の分「大学改革実行プランの対応状況」について説明があった。 

 

 

○「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」（第１８１回国会閣法第 

２号）への対応について 【席上配布資料１】 

  人事課長から，本件について，平成２４年１１月１６日付けで衆院・参院 

で成立されたものであり，その法律の改正内容である支給水準引下げ等の要 

旨３点について，（１）調整率を段階的に引き下げる，（２）早期退職募集 

制度の導入，（３）独立行政法人の役職員・地方公務員の退職手当について 

も，国家公務員の制度の改正に準じて必要な措置を講ずるよう要請する，こ 

との説明があった。さらに，法人が支給する退職手当の財源について，国の 

基準により算定して得た額を超えることとなる場合の差額は，当該法人の負 

担（持ち出し）となり，本学として対応は不可能であること，また，今後， 
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規則改正が必要となる旨の説明があった。 

 学長から，本学としては，九州内の他大学の状況も確認しながら対応を進 

めていくこと，また，本日の役員会で国家公務員に準拠する方針を確認する 

とともに，今後，人事制度委員会で検討の上，１２月１２日の役員会に規則 

改正を諮り，経営協議会の審議を経て，１２月２６日の役員会で審議・決定 

したい旨の発言があり，了承された。 

 また，学長から，平成２４年度末定年退職予定者には，段階的引下げに伴 

う不利益等について，丁寧な説明を行う等，配慮するよう依頼があった。 

 

 

○「労働契約法の一部を改正する法律」（平成２４年８月１０日公布）への 

対応について 【席上配布資料２】 

人事課長から，本件について，その法律の改正内容である有期労働契約に 

係る法律整備の要旨３点について，（１）無期労働契約への転換（平成２５ 

年４月１日適用），（２）「雇止め法理」の法定化（平成２４年８月１０日 

適用），（３）不合理な労働条件の禁止（平成２５年４月１日適用），であ 

ることの説明があった。 

 また，学長から，今後，法人の運営上の観点から人事制度委員会において 

対応を検討すること，さらに，Ｑ＆Ａを作成する等，分かりやすい対応に努 

めること等の発言があり，了承された。 

 

 

以 上 


